
【各国の解雇法制：日・米・英・独・仏・伊・西】

　※以下、日本と欧州各国の法制について

※大内 伸哉 著 『解雇改革』を元に作成

正当理由が必要か？ 

不要（随意的雇用の原則） 

必要 

正当理由の中身は？ 
①労働者の能力や適格性 
②規律違反（非違行為） 

③経済的（経営上の）理由 

不当解雇への制裁は？ 

「原職復帰」と「金銭解決」の複線

的な方法 

※イタリアの場合 
・労働者が原職復帰か金銭解決かを選択す

るのが原則であったが、２０１２年の法改正

で金銭解決を原則とする制度に転換 

禁止される解雇は？ 
恣意的（差別的）解雇 
妊娠産休中等の解雇 各国でほぼ共通 

日本・欧州 

米国 

各国ほぼ共通 

原職復帰 
日本 

欧州 

但し、労使協定で正当理由が求められる場合

や州によっては正当理由が必要とされる場合

がある。 

離職中の未払い給与についてはバックペイ 
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